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第３章 計画の方向 

第３章 計画の方向 

１ 基本的な考え方  
 

ＤＶの防止と被害者の保護に取り組むに当たっての基本的な考え方は次の

とおりです。 

 

 

１  ＤＶは重大な人権侵害として、県民一人ひとりが気づき、 

自ら対応できるよう、取り組みを推進します。 

 

２ ＤＶを加害者と被害者の個人的な問題として矮小化せず、 

 社会全体で受け止めて対応します。 

 

３ 被害者自らの意思を尊重した適切な支援を行う体制を充実します。 

 

４ 被害者の支援に当たっては、単一機関のみで援助を完結することは困難 

 であることから、多様な関係機関等が効果的に連携し、切れ目のない支援 

 を実施できるように努めます。 

 

５ ＤＶは、被害者等の生命・身体の安全に直結する問題で 

 あることから、被害者等の安全確保に十分配慮した対応を行います。 

 

 

 

 

２ 計画の目標と施策体系 
 

本計画の目指すべき方向を 

  配偶者等からの暴力を容認しない社会の実現  

と定め、その実現に向けたより具体的な次の５つの基本目標を設定し、 

個々の課題に取り組むこととします。 

 

    基本目標１ ✧ 暴力を許さない意識の醸成 

    基本目標２ ✧ 安心して相談できる環境づくり 

    基本目標３ ✧ 安心で安全な保護の実施 

    基本目標４ ✧ 自立に向けた支援の実施 

    基本目標５ ✧ 関係機関等との連携 
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【施策体系】 

 

（１）教育・啓発の充実

（２）市町村基本計画策定の促進

　基本目標２　安心して相談できる環境づくり

　基本目標３　安心で安全な保護の実施

[２]一時保護の実施

[１]緊急時の安全の確保

[１]県配偶者暴力相談支援センターにおける対応

[２]警察における対応

（３）職務関係者に対する研修

（５）民間の支援者の育成

（４）相談員に対するケアの充実

（６）苦情の適切な処理

（２）保護命令制度の利用

（１）一時保護体制の充実

[５]その他の関係機関等

[４]市町村

[３]県男女共同参画センター“りぃぶる”

[２]通報を受けた機関の対応

[１]県配偶者暴力相談支援センター

[２]通報を受けた機関の対応

[１]被害者の発見による通報と相談の勧奨

[２]啓発の充実

[１]教育の充実

（１）被害者の早期発見と相談の勧奨

（２）相談体制の充実　

　基本目標１　暴力を許さない意識の醸成
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（１）新たなくらしのための支援

（２）被害者のこどもへの支援

（２）民間団体等との連携

（１）関係機関等相互の連携

（３）施設における自立支援

　基本目標５　関係機関等の連携

　基本目標４　自立に向けた支援の実施

[３]生活の支援

[２]就業の支援

[１]住宅の確保

[１]こどもの心のケア

[２]保育や就学の機会と安全の確保等

 

 

 

 


